
わ
れ
る
暹
羅
国
よ
り
の
酒
に
つ
い
て
論
ず
る

一
方
、
琉
球
の
泡
盛
と
の

関
係
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。

(7
)
冒
坤
?
陀
屋
　
冒
坤

に
つ
い
て
東

恩
納
氏
は
オ
ー
ク
ン
、
と
い
う
位
階
、

?陀
屋
は
名
前
、
と
す
る

(〔
三
九
-
一
一
〕
注

(4
)

の

『東
恩
納
』

一
八
六
頁
)。

〔三
九
-
一
四
〕
に
は
坤
?

陀
屋
と
あ
り
冒
の
字
が
な
い
。

坤
は
位
階
名

の
ク
ー
ン

(
K
h
u
n
)
で
あ
り
、
岩
生
成

一
『南
洋
日
本
町

の
研
究
』
昭
和
四
十

一
年

岩
波
書
店
、

一
五
六
-
七
頁
を
参
照
。
ま

た

〔三
九
-
一
一
〕
注

(5
)
に
あ
げ
た
使
者
名
の
例
を
参
照
。

(
8

)

西

洋

紅

布
　

西

洋

布

の

一
種

か
。

〔
三

九

-
〇

一
〕

注

(
5

)

参

照

。

1-39-13

暹
羅
国
の
長
者
奈
羅
思
利
の
、
来
船
に
託
し
て
礼
物
を
贈
る
書
簡

(
一
四
八
〇
、
四
、

一
二
)

暹
羅
国
の
長
者
、
名
下
奈
羅
思
利
、
頓
首
し
て
百
拝
す
。

貴
国
王
万
々
歳
。
純
誠
仁
徳

の
心
も
て
毎
年
咨
来
し
て
絶
え
ず
。
区
々

と

し
て
思
念
し
て
休
ま
ず
。隻
船
を
駕
し
て
国
に
到
り
謝
恩
せ
ん
と
欲
す
る
も
、

国
に
賢
者
の
海
道
に
知
達
し
て
貴
国
殿
下
に
至
り
て
拝
謝
す
可
き
も
の
無
き

を
苦
思
す
。
今
、
以
て
来
船

に
寄
せ
て
、
香
花
白
酒

一
?
・紅
酒

一
?
を

上

る
。成

化
十
六
年

(
一
四
八
〇
)
四
月
十
二
日
　
奈
羅
思
利
、
百
拝
し
て
仰
望

す

注

*

〔
三

九

-
一

一
〕

総

注

参

照

。

(
1

)

名

下
　

名

前

を

…

と

い
う

も

の
、

の
意

。

1-39-14

暹
羅
国
の
長
史
蕭
奈
悦
本
の
、
返
礼
の
書
簡

(宛
先
、
年
月
日
欠
)

暹
羅
国
の
長
史

の
蕭
奈
悦
本
、
誠
に
上
命
を
奉
ず
。

去
歳
に
宝
船
前
来
す
る
も
火
焼
し
て
?
に
空
し
く
す
る
は
天
命
に
係
由
る
。

本
国
王
、
正
使
奈
悶
英
謝
替

・
副
使
奈
曾
謝
替

・
通
事
奈
栄
等
を
差
わ
し
、

海
船

一
隻
を
掌
駕
し
、
特
に
正
使
澹
馬
巴

・
副
使
社
納
奇

・
通
事
鄭
興
等
を

送
り
、
咨
文
を
順
齎
し
并
び
に
方
物
を
奉
り
回
国
せ
し
む
る
に
、
風
水
便
な

ら
ざ
る
に
因
り
暹
羅
に
回
還
し
、
押
冬
し
て
修
船
す
。
今
、
将
に
打
発
し
前

み
て
回
国
せ
し
め
ん
と
す
る
に
、
又
端
し
て
貴
国
王
、
正
使
倪
実

・
通
事
鄭

珞
等
を
差
わ
し
、
咨
文
并
び
に
奉
謝
の
礼
物
を
順
齎
し
、
及
び
管
事
列
位
に

送
れ
ば
、
?

に
已
に
収
受
を
行
う
。
洪
恩
の
咨
、
洪
厚
の
徳
を
感
鑑
し
、
事

例
に
仍
照
し
就
将
に
理
物
し
来
使
を
打
発
し
て
回
還
せ
し
む
。
賢
王
、
以
て

両
国
の

一
家

に
同
じ
き
が
如
き
の
好
み
も
て
往
来
し
通
情
す
る
を
見
よ
。
薄

意
を
留
む
る
を
乞
う
。
鑑
納
せ
よ
。
不
宣
。

今
、
回
奉
を
開
す

屋
把
摩
訶
薩
陀
烈

緑
鎖
袱

一
匹



坤
?
陀
屋

香
花
酒

一
?

奈
勾
歌
沙

上
水
花
布

一
十
条

一
件

暹
羅
国
、
正
使
奈
悶
英
謝
替
等
の
船
隻
を
差
わ
す
外
、
礼
物

一
、
蜜
林
檎
香
白
酒
二
十

一
?
　
一
、
蜜
林
檎
香
紅
酒
二
十
九
?

注

*
〔三
九
-
―
一
〕総
注
参
照
。
本
文
書
に
は
日
付
が
な
い
が
、
成
化
十
五
年

(
一

四
七
九
)
春
の
発
信
と
思
わ
れ
る
。

(1
)
蕭
奈
悦
本
　

〔三
九
-
一
二
〕
で
回
奉

の
礼
物
を
こ
と
づ
け
た
長
史
奈
悦

本
と
同

一
人
か
。

(2
)
宝
船
　

正
使
澹
馬
巴
等
の
琉
球
船
。

(3
)
社
納
奇
　
あ
る
い
は
杜
納
奇
か
。

(
4

)

押

冬
　

冬

の

間

と

ど

ま

る

。

(5
)
理
物
　

理
貨

に
同
じ
。

(税
関
な
ど

で
)
荷
を
検
査
す
る
。

(
6

)

緑

鎖
袱
　

〔
三

九

-
一
二
〕

注

(
4
)

参

照

。

(7
)
上
水
花
布
　
花
布
は
ふ
つ
う
更
紗

の
こ
と
。
上
水
は
地
名

で
あ
ろ
う
。

『
瀛
涯
勝
覧
』
暹
羅
国
の
条

に

「国
之
西
北
去
二
百
余
里
。
有

一
市
鎮
。

名

上
水

…
」
と
あ

る
。
上
水

が

い
ず

れ

の
場

所

を
指

す

か
、
〔三

九
-〇
九
〕注
(5
)
に
引
用
す
る
A
.
K
o
b
a
t
a
,
M
.
M
a
t
s
u
d
a
.
p
p
.
1
9
2
-
3
.

は
諸
説
を
紹
介
し
て

い
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
M
i
l
l
s
,
J
.
V
.
G
.

1
9
7
0
.
M
A
　
H
U
A
N
 
Y
i
n
g
-
y
a
i
 
S
h
e
n
g
-
l
a
n
 
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
 
a
n
d
 
e
d
i
t
e
d

b
y
 
J
.
V
.
G
 
M
i
l
l
s
.
C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
p
p
.
1
0
5
-
6
.

は
そ
の
距
離
か
ら
上
水

は

ロ
ッ
ブ
リ

(
L
o
p
b
u
r
i

)
と
す
る
。

1-39-15

満
刺
加

国

の
楽
索
摩
拿

よ

り
琉
球
国

王
あ

て
、
返
礼

の
書
簡

(
一
四
八

一
、
三
、
□
)

満
刺
加
国
、
琉
球
国
王
殿
下
に
回
奉
す
。

適
契

し
て
万
民
を
撫
字
す
。
太
山

の
瞻

、
政

は
優

な
る
を
得
、
清
濁
と
遊

び
廉
恥

を
激

し
、
才
名

は
類

い
亡
し
。
台
端

に
布
き
正
色

を
推

し
、
憲
度
、

已

に
伸
ぶ
。
威
霊
は
日
月
を
双
佩

し
、
天
命
を
参
照
し
て
人
心
を
順

わ
し

む
。

錦
綉

の
佳

賓
、
身
から
太
平

の
遠

き
を
致

し
、
世
代
、
大
明
国

に
親
朋

な
り
。

、
ー

ノ

兄
王
に
奉
謝
す
。
乾
坤

の
福
禄
は
万
々

の
子
孫
を
栄
修
し
、
天
幾

の
命
運

は
太
平
の
景
を
享
く
。
茲
を
以
て
使
臣

・
通
事
等
、
前
来
し
船
隻

.
礼
物
も

て
国
に
到
る
。
平
安
に
し
て
並
び
に
法
と
し
て
所
属
に
買
売
を
禁
ず
る
無
く
、

早
や
か
に
令
勅
し
て
金
花
御
酒
を
封
じ
、
衆
臣
を
登
途
し
回
国
せ
し
む
。
愿

ん
で
山
河
に
坐
し
万
歳
山
呼
す
。

楽
索
摩
拿
、
琉
球
国
王
殿
下
に
拝
謝
す
　
馬
安
山
よ
り
到
す

今
、
礼
物
を
開
す

吉
地
布
二
十
個

林
母
拿
十
二
個

星
幾
措
十
四
個


